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１　研究の概要（背景・目的等）

　県内はもちろん全国の自治体とりわけ市町村は、いわ

ゆる「空家問題」に直面している。

　空家の屋根の飛散や壁の崩落等が現に生じていたり、

今にも生じそうな場合でも、空家特措法には、行政が「命

令なく」かつ「即時」に実力を行使して、飛散等しそう

な部分を除去したり、保護ネットを張る等できる「即時

執行」の規定がない。そこで、同法の施行以前から、市

町村は、条例に即時執行の規定を設け、運用・実施し、

かなりの成果を収めてきた。ただし、当該即時執行と行

政代執行のいずれを選択すべきかが不明確であるし、即

時執行に要した費用の徴収の実効性が確保できないな

ど、現場は困惑していた。

　また、空家は往々にして「マイナス」の財産であるこ

とから、全員が相続放棄をする場合も少なくない。そう

なると売却はもちろん、市町村は命令の出しようもなく、

いっそう処理が滞る。相続財産管理制度はあるが、申立

ての際に求められる予納金が高額であり、その予算確保

が難しく、困惑していた。

２　研究の内容（方法・経過等）

　岩手県内の市町村のなかでも、空家対策条例を施行し

ていた５市町は、これらの課題に深刻に直面している。

岩手県立大は県及び市町村のシンクタンクを標榜してお

り、特にも平成27年度から市町村の地方創生の取組み

と、それを下支えする政策法務を支援していることから、

岩手県と協働して本研究を行った。

　即時執行については盛岡市・北上市・西和賀町・宮古

市の４市を、相続案件については４市１町をフィールド

に、運用実態等を確認し、全国の事例を参考にしながら、

理論的に研究した。

　検討案を全国的な自治体政策法務研究会等で報告し、

議論するとともに、県内全市町村を対象とした勉強会等

を開催し、議論するとともに情報共有した。

３　これまで得られた研究の成果

（一）即時執行と代執行いずれかの選択

　即時執行は、極めて強力な手段であり、相手方たる私

人にとっては重大な不利益をもたらす可能性を持つもの

と言えるから、行政代執行が原則である。そこで、即時

執行を執り得るのは、きわめて制限された例外的な場合

でなければならないとし、「命令の名宛人の特定の可能

性」と「措置までの時間的な余裕」の組み合わせにより、

選択することを提案した。

（二）即時執行に要した費用の徴収

　「即時執行費用の徴収の実効性の弱さ」は、通常の代

執行のように督促し、それでも応じない場合は滞納処分

に準じる「強制徴収」ができていないことが原因である

と考えた。

そこで、即時執行を条例に盛り込み、要した費用は地方

自治法224条の分担金と整理し、231条の3で強制徴収

できるように条例で整理し、積極的に運用すべきことを

提案した。

（三）抜本的な解決のためには空家特措法の改正が最適

　（一）及び（二）の提案は、違法ではないものと考えるが、

やや「背伸び」をしており「リスク」を孕んでいるので、

現行法を前提とした解釈・運用と条例による対応ではな

く、正面から空家特措法に規定すべきであることも提案

した。　

三　相続財産管理制度の積極的活用について

（一）相続放棄者等の注意義務による対応と検察申立て

等による相続財産管理制度の積極的かつ柔軟な活用─予

納金の負担の回避─

　相続が開始されているのに相続人の不存在や所在不明、

相続放棄等に対応するものとして、相続財産管理制度（民

法952条等）があるが、手続の煩雑さや実務上求められて

いるに過ぎない（法定されていない）のに予納金が高額で

ある等により、なかなか利用されてこなかった。

申立てを検察官にしてもらえば予納金はその者の負担とな

るし、予納金は法定ではなく、裁判所の信用のある弁護士

等との交渉によっては減免の可能性がある旨を提案した。

４　今後の発展可能性

　研究過程でも、岩手県及び県内全市町村に呼びかけ勉

強会を開催し、研究成果についても冊子を作成して提供

した。また、専門誌等のメディアを通じ情報を発信した。

提案の方向までには至らないが、平成29年度中に即時

執行規定のある条例を４市町が制定した。さらに改正や

制定を検討している団体があるので、本学としてサポー

トしていく。
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＜要　旨＞

　本研究では、「空家対策の法的対応の検討（市町村条例のバージョンアップ等）」をテーマに、県内はもちろん全国的

にも市町村が苦慮している即時執行に要した費用の徴収と、相続放棄された場合の相続財産管理制度申立ての際に求め

られる予納金等について検討した。即時執行費用は条例で地方自治法上の分担金として強制徴収できることを提案した。

相続財産管理制度の申立ての際の予納金は検察官申立てにするか、裁判所の信頼のある司法書士の交渉等で減免され得

ることを提案した。４市町が新たに条例を制定し、今後制定や改正を検討する市町村が出てきた。
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